
 

 

無災害記録を達成した管内の工事現場に 

「無災害表彰状」を授与 
～ ５月 30日に相馬労働基準監督署で伝達交付式を開催 ～ 

 

 厚生労働省では、建設業における自主的安全活動を促進し、労働災害を防止するため、一定

の基準を満たす有期工事（注）において休業を伴う労働災害を発生させなかった建設事業者に

対し、厚生労働省労働基準局長より無災害表彰状を授与しています。 

 今般、下記の建設事業者より無災害で工事を竣工した旨の申請があり、審査の結果、無災害

記録の達成が確認できたため、上記の無災害表彰状が授与されることとなりました。 

 相馬労働基準監督署（署長 川又健一）の管内における有期工事の無災害表彰は、平成 28

年度中の合計は 18件となりました。 

表彰状の伝達交付式は、相馬労働基準監督署において、下記により開催されます。 

 

記 

 

１ 無災害表彰が授与される建設事業者 

  事業場名 小野建設株式会社 

  工 事 名 第 13-41370-0289号公共災害復旧（再復）工事（海岸）（大浜地区海岸      

       （13工区）） 

 

２ 交付式 

  日  時  平成 29年５月 30日（火） 13時 30分より 

場  所  相馬労働基準監督署 署長室（2階） 

（相馬市中村字桜ヶ丘 68 ℡0244－36－4175） 

 

３ その他 

（１）取材の方は、直接会場にお越しください（事前連絡不要）。 

（２）交付式終了後、写真撮影及び受賞者への取材の時間を設けます。 

 

        
注）本表彰は、土木・建築業で、事業の期間が予定されている事業場のうち、労働者災害

補償保険の保険料額が 160万円以上のものを対象としています。 

 

 厚生労働省福島労働局 

相馬労働基準監督署発表 

平成 29年５月 17日 

 担 

 

当 

相馬労働基準監督署  

監督・安衛課長 岡﨑 陽平 

電 話 0244－36－4175 


